
10

　

国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
の
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
が
無
い
と
き
や
災
害
に
遭
っ
た

と
き
な
ど
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
に
申
し
出
て
承
認
さ
れ
る
と
、
申

し
出
た
月
の
前
月
よ
り
保
険
料
が
免
除

さ
れ
る
「
申
請
免
除
」
や
、
障
害
年
金
・

生
活
扶
助
な
ど
を
受
け
て
い
る
場
合
に

も
、
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
免
除
さ
れ
る
「
法
定
免
除
」
と

が
あ
り
ま
す
。

　

「
保
険
料
の
納
付
が
大
変
だ
か
ら
」
と

い
っ
て
、
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な

い
で
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
今
年
度
も
免
除

を
希
望
す
る
場
合
も
新
た
に
申
請
書
が

必
要
で
す
。
至
急
手
続
き
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
。

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正

【
保
険
料
の
納
付
先
を
変
更
】

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
市
町
村
の
発

行
す
る
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
、

市
町
村
か
ら
国
に
印
紙
に
よ
る
支
払
い

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成　

年
４

14

月
か
ら
は
、
納
付
書
を
国
（
社
会
保
険

庁
）
が
発
行
し
一
括
し
て
加
入
者
に
送

付
す
る
こ
と
で
、
直
接
国
へ
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

納
付
の
方
法
や
口
座
振
替
も
社
会
保

険
庁
で
現
在
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
、
口
座

振
替
な
ど
の
情
報
を
今
後
提
供
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

◯問
 

市
民
課
国
民
年
金
係

　

�
２
２－

１
３
１
２

Information
iving

く�

ら�

し�百
科

百

科�

は問い合わせ先です�

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
は
お
早
め
に
�

高
齢
者
住
宅
改
良
支
援
助
成
金
を
交
付
し
ま
す

　
　

歳
以
上
の
介
護
保
険
に
該
当
し
な

65
い
高
齢
者
ま
た
は
高
齢
者
と
同
居
し
て

い
る
方
で
、
世
帯
全
員
の
前
年
の
市
民

税
額
が
非
課
税
の
世
帯
に
属
す
る
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

●
内
容　

要
援
護
高
齢
者
の
居
宅
の
浴

室
、
玄
関
、
洗
面
所
、
便
所
、
廊
下
、

階
段
、
台
所
、
居
室
ま
た
は
玄
関
か
ら

道
路
ま
で
の
通
路
な
ど
に
つ
い
て
、
次

の
工
事
に
該
当
す
る
場
合
、
助
成
金
額

の
範
囲
内
で
助
成
し
ま
す
。

・
手
す
り
の
取
り
付
け

・
段
差
の
解
消

・
滑
り
防
止
お
よ
び
移
動
円
滑
化
な
ど

　

の
た
め
の
床
ま
た
は
通
路
面
の
材
料

　

の
変
更

・
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
り
替
え

・
洋
式
便
所
へ
の
便
器
の
取
り
替
え

・
そ
の
他
、
前
記
住
宅
改
良
に
付
帯
す

　

る
住
宅
改
良

●
助
成
金
額

　
　

万
円
（
世
帯
に
つ
き
）

18
◯問
 

福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係

　

�
２
２－

１
４
０
０

自
分
の
た
め
、家
族
の
た
め�

国
民
年
金�

住
宅
火
災
多
発
�

守
ろ
う　

命　

財
産　
　

　
　

わ
が
家　

わ
が
ま
ち

　

平
成　

年
６
月
１
日
現
在
の
火
災
件

13

数
は　

件
で
、
前
年
（　

件
）
に
比
べ

17

14

３
件
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
う
ち
、

建
物
火
災
は　

件
で
２
・
２
倍
と
な
り
、

13

こ
れ
ら
の
火
災
は
、
す
べ
て
一
般
家
庭

か
ら
出
火
し
、
３
人
の
尊
い
命
と
貴
重

な
財
産
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

火
災
の
原
因
は
、
ス
ト
ー
ブ
の
取
り

扱
い
・
タ
バ
コ
・
ご

み
焼
却
中
の
ち
ょ
っ

と
し
た
油
断
や
不
注

意
が
目
立
ち
ま
す
。

　

家
族
み
ん
な
で
防

火
に
つ
い
て
話
し
合

い
、
火
災
予
防
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

◯問
 

白
石
消
防
署

�
２
５－

２
２
５
９

計その他車両林野建物

174001313年

14701612年

火災発生状況（1月1日～6月1日）〔件〕

人
権
擁
護
委
員
の

委
嘱
に
つ
い
て

　

平
成　

年
６
月
１
日
付
け
を
も
っ
て
、

13

法
務
大
臣
よ
り
次
の
方
が
人
権
擁
護
委

員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

●
太
斎
孝
子 
氏
（
寿
山　

番
１
号
）

19

●
小
林
栄
一 
氏
（
本
町　

番
地
）

19

　

主
な
仕
事
は
、
皆
さ
ん
の
人
権
が
侵

さ
れ
な
い
よ
う
に
絶
え
ず
見
守
り
、
も

し
人
権
が
侵
さ
れ
た
り
、
侵
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
相
談
相
手
に

な
っ
て
そ
の
救
済
を
図
る
こ
と
を
使
命

と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
人
権
問
題
で
は
？
と
感
じ
た

場
合
は
、
あ
な
た
の
近
く
の
人
権
擁
護

委
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
相
談
さ
れ
た
こ
と
は

一
切
秘
密
に
扱
わ
れ
ま
す
。

◯問
 

生
活
環
境
課　

�
２
２－

１
３
１
４

夏
休
み
「
子
ど
も
の

人
権
相
談
所
」
開
設

　

子
供
の
い
じ
め
、
虐
待
、
体
罰
、
不

登
校
な
ど
、
子
供
の
人
権
に
か
か
わ
る

問
題
に
つ
い
て
、
専
門
家
（
人
権
擁
護

委
員
・
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
）
に

よ
る
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
秘
密

を
守
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
相
談
日
時　

８
月
４
日
�

　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

10

　

（
受
付
は
午
後
２
時
ま
で
）

●
会
場　

柴
田
町
公
民
館

（
柴
田
町
船
岡
東
１－

２－

　

）
65

　

�
０
２
２
４－

５
５－

２
０
３
０

◯問
 

仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局

　

�
０
２
２
４－

５
２－

６
０
５
４

11

白
石
郵
便
局
か
ら

通
帳
お
よ
び
カ
ー
ド
の

亡
失
・
盗
難
の
届
け
出

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
ま
た
は
通
帳
を

亡
失
さ
れ
た
り
、
盗
難
に
遭
わ
れ
た
場

合
は
、
支
払
い
停
止
の
措
置
を
と
り
ま

す
の
で
、
直
ち
に
郵
便
局
へ
お
届
け
く

だ
さ
い
。

○
電
話
に
よ
る
受
付
も
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

な
く
し
た
ら
は
や
く

　

�
０
１
２
０－

７
９
４
８
８
９

※
こ
の
電
話
は
１
月
１
日
〜
３
日
を
除

く
毎
日　

時
間
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、

24

緊
急
連
絡
用
で
す
の
で
、
亡
失
・
盗
難

以
外
の
お
申
し
出
に
は
一
切
応
じ
て
い

ま
せ
ん
。

◯問
 

白
石
郵
便
局
貯
金
課

　

�
２
５－

２
７
４
４

７７７７７７７７７７７
月月月月月月月月月月月

日日日日日日日日日日日
�����������
ははははははははははは
参参参参参参参参参参参
議議議議議議議議議議議
院院院院院院院院院院院
議議議議議議議議議議議
員員員員員員員員員員員
通通通通通通通通通通通
常常常常常常常常常常常
選選選選選選選選選選選
挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙
ののののののののののの
投投投投投投投投投投投
票票票票票票票票票票票
日日日日日日日日日日日
ででででででででででで
すすすすすすすすすすす

2222222222299999999999

　

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
７
月

　

日
に
公
示
さ
れ
７
月　

日
に
投
票

12

29

が
行
わ
れ
ま
す
。
棄
権
す
る
こ
と
な

く
、
大
切
な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

 
■
今
回
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人 

　

次
の
要
件
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
の

登
録
を
行
い
ま
す
。

【
住
所
要
件
】
平
成　

年
４
月　

日
以

13

11

前
に
転
入
届
け
出
（
住
民
票
作
成
）
を

済
ま
せ
た
方

【
年
齢
要
件
】
昭
和　

年
７
月　

日
以

56

30

前
に
生
ま
れ
た
方
（
当
市
に
三
カ
月
以

上
住
所
を
有
す
る
方
）

　

な
お
、
６
月　

日
以
降
の
市
内
の

28

住
所
異
動
者
は
従
前
の
投
票
所
で
投

票
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
■
入

場

券 

　

郵
便
に
よ
り
お
届
け
し
ま
す
。

　

１
枚
の
ハ
ガ
キ
に
４
名
連
記
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
各
自
切
り
離
し
て

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
入
場
券
を
な
く
し
た
り
、
し

ま
い
忘
れ
た
り
し
た
と
き
は
、
投
票

所
の
受
付
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 
■
投
票
時
間 

　

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
す
が
、
次
の
投
票
所

は
時
間
を
繰
り
上
げ
ま
す
。

○
午
後
５
時
ま
で　

福
岡
第
七
・
第
八

投
票
所
、
小
原
第
一
・
第
六
投
票
所

○
午
後
６
時
ま
で　

福
岡
第
二
・
第

六
・
第
十
投
票
所

 
■
不
在
者
投
票 

　

投
票
は
、
投
票
所
で
当
日
投
票
す

る
の
が
原
則
で
す
が
、
不
在
者
投
票

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
事
由
と
し
て

①
投
票
日
に
区
域
を
問
わ
ず
、
職
務

や
業
務
、
冠
婚
葬
祭
の
主
宰
な
ど

に
従
事
す
る
場
合

②
や
む
を
得
な
い
用
務
や
事
故
の
た

め
、
投
票
区
の
区
域
外
に
旅
行
ま

た
は
滞
在
す
る
場
合

③
疾
病
、
負
傷
、
妊
娠
な
ど
に
よ
り
歩

行
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る

場
合
な
ど
で
す
。

　

こ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
次
の
期
間
内
に
入
場
券
（
印
鑑
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
）
を
持
っ
て
、
市
役

所
１
階
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

○
期
間  
７
月　

日
〜
７
月　

日

12

28

○
時
間　

毎
日
午
前
８
時　

分
30

　
　
　
　
　
　
　

〜
午
後
８
時

 
■
開　
　

票 

　

投
票
日
当
日
、
白
石
市
中
央
公
民

館
で
即
日
開
票
を
行
い
ま
す
。

■
投
票
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た

　

非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
導

入
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

＊
投
票
方
法 

　

比
例
代
表
選
出
議
員
は
、
今
ま
で

は
政
党
名
を
書
い
て
投
票
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
候
補
者
氏
名
ま
た
は

政
党
名
を
書
い
て
投
票
し
ま
す
。

　

な
お
、
選
挙
区
選
出
議
員
は
、
今

ま
で
ど
お
り
候
補
者
の
氏
名
を
書
い

て
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
当
選
人
の
決
定
方
法 

　

比
例
代
表
選
出
は
、
今
ま
で
は
各

政
党
な
ど
の
当
選
人
の
中
で
、
候
補

者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
順
位
に
よ
り

当
選
人
が
決
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
は
、
各
政
党
な
ど
の
当
選
人
の
中

で
、
得
票
数
の
最
も
多
い
候
補
者
か

ら
順
に
当
選
人
が
決
ま
り
ま
す
。

◯問
 

白
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

�
２
２－

１
３
１
５

投
票
箱�

又
は�○本○郎� △△党�

候補者氏名 または �

政党名 を書いて投票�

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
（
こ
の
現
況
届
を
提
出
し

な
い
と
、
引
き
続
き
児
童
手
当
を
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
）。
ま
だ
提
出
し

て
い
な
い
方
は
、
大
至
急
、
市
民
課
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
方
に
は
、
６
月
半
ば
こ
ろ

通
知
し
て
い
ま
す
。

◯問
 

市
民
課
総
務
係
�
２
２－

１
３
１
２

 
そ
こ
が
知
り
た
い
老
人
保
健

Ｑ
１.

医
師
の
指
導
に
よ
り
、
治
療
の

た
め
装
着
し
た
コ
ル
セ
ッ
ト
代
は
、
後

か
ら
戻
る
の
で
す
か
・
・
・

Ａ.

お
支
払
い
い
た
だ
い
た
コ
ル
セ
ッ

ト
代
は
、
後
日
、
保
険
課
（
健
康
セ
ン

タ
ー
）
で
医
療
費
の
支
給
申
請
を
し
て

い
た
だ
く
と
、
か
か
っ
た
費
用
か
ら
自

己
負
担
分
の
１
割
を
控
除
し
た
額
（
自

己
負
担
の
上
限
は
月
３
、
０
０
０
円
）

が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
２.

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
・
・
・

Ａ.

老
人
保
健
に
要
す
る
費
用
は
、
各

保
険
者
（
国
保
・
政
府
管
掌
健
保
等
）

か
ら
の
拠
出
金
な
ど
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。
古
い
保
険
証
の
ま
ま
使
用

さ
れ
ま
す
と
、
医
療
費
の
支
払
い
事
務

に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

勤
務
先
の
変
更
な
ど
に
よ
り
保
険
証

に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に

保
険
課
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

★
平
成　

年
度
の
「
入
院
時
一
部
負
担

13

金
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
」
の
更
新

を
お
忘
れ
な
く

◯問
 

保
険
課
老
人
保
健
係

　

�
２
２－

１
３
６
１

現況届を�
出してください。�


